（社）滋賀県理学療法士会活動助成事業要綱

（　趣　旨　）

第１条　（社）滋賀県理学療法士会では、本士会員による独創性豊かな学術研究活動を促進することを目的として、個人または共同研究するグループの調査研究に対し助成をおこなう。この助成事業により、理学療法士が２１世紀を健やかで心豊かに安心して暮らせる活力ある社会づくりに貢献すべく、理学療法全般に関する研究意欲の高揚に寄与し、もって県民の総合的な豊かな生活づくり活動の実践に資することとする。

（　助成事業の対象　）

第２条　本士会員であり、主に滋賀県内の理学療法分野における調査研究活動とする。ただし、大学の教職員の単独研究または主研究者となる研究は除く。また、営利企業等関係者は対象外とする。

（　内　容　）

第３条　理学療法に関する基礎的、臨床的事項であって、かつ、県民の総合的な「生活の質」の向上につながる活動の実践に資するものでなければならない。

（　審査委員会　）

第４条　１. 助成の対象となるかどうか審査し決定するために、滋賀県理学療法士会研究活動助成事業審査委員会（以下「審査委員会」という。）を設置する。

　　　　２. 審査委員会に委員長を置き、会長をもって充てんするものとする。

　　　　３. 審査委員会の委員は、理事若干名とする。また、当該研究活動の研究内容と密接な関係がある機関・団体より会長が委嘱することもある。

（　助成等　）

第5条 　本士会は、第１条の趣旨を達成するため、審査委員会の決定に基づき、予算の範囲内で研究活動に要する経費の一部を助成する。助成金額は１件につき基本的に５万円を上限とする。

平成1８年度滋賀県理学療法士会活動助成事業のお知らせ

応募要領：

研究活動助成申請書を作成し提出すること。

また、研究テーマに沿って①研究の目的、②方法、③予想される結果、および④仮説とそれに対する考察等を1000字程度にまとめ所定の用紙に記入して提出すること（原稿には①～④とわかりやすく見出しをつけること）。

また、研究発表までのおおまかな研究計画予定（タイムスケジュール）および研究に必要な経費(基本的に5万円まで)の概算を所定の用紙（様式１～４：滋賀県理学療法士会ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞよりﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ可能）に記入して下記送付先へメールまたは郵送、FAXで提出すること。

締め切り：平成18年11月17日

審査：

１）平成18年12月

２）基礎・臨床及びその他の分野の研究を各数編選出し、1件につき基本的に5万円以内の助成を行う。

３）審査結果は本人宛通知すると共に士会ニュースにて発表する。

研究助成該当者の責務：

　選出された研究該当者は、平成19年滋賀県理学療法士学術集会にて、その成果を発表する。ただし、発表1ヶ月前に掲載用論文を教育部に提出すること。論文は、滋賀県理学療法士会学術誌「湖都」に掲載される予定であり、それまでに教育部の許可なく他誌への投稿はしないこととする。

送付先：

草津市役所　長寿福祉・介護課　　木村　太朗
〒525-8588
草津市草津3丁目１３－３０
TEL 077-561-2372  FAX 077-561-2480
mail  choju-kaigo@city.kusatsu.lg.jp  木村宛
